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連結子会社の控訴の提起に関するお知らせ 

 

当社連結子会社であるサッポロビール株式会社（以下、「サッポロビール」）は、平成３１年（２０

１９年）２月６日付「連結子会社の訴訟の判決に関するお知らせ」にて公表いたしました訴訟の判決

につきまして、当該判決を不服として、この度、東京高等裁判所に控訴を提起することといたしまし

たので、下記のとおり、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．控訴を提起する裁判所および年月日 

東京高等裁判所 

平成３１年（２０１９年）２月１８日（予定） 

控訴人  サッポロビール 

被控訴人 国 

 

２．控訴に至る経緯 

本訴訟につきましては、平成３１年（２０１９年）２月６日付「連結子会社の訴訟の判決に関す

るお知らせ」にて公表いたしましたとおり、サッポロビールが平成２９年（２０１７年）４月１

１日に東京地方裁判所に、国を被告として提起しておりました『「サッポロ 極ＺＥＲＯ（リキュ

ール（発泡性）①）」の酒税に係る「更正すべき理由がない旨の通知処分」取消請求訴訟』の判決

の言渡しがあり、サッポロビールの請求が棄却されております。これを受けまして、サッポロビ

ールは、控訴を提起いたします。 

 

３．今後の見通し 

サッポロビールは、控訴審においても、同社の主張が認められるよう、引き続き同社の正当性を

主張してまいります。 

 

以 上 

会 社 名 サッポロホールディングス株式会社 

代 表 者 名 代表取締役社長  尾賀 真城 

ｺ ｰ ﾄ ﾞ番 号 ２５０１ 

上場取引所 東証・札証 

問 合 せ 先 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部 小林 勇立 
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